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秘
書
課　

☎
65
‐
１
２
３
１

■
副
市
長
に
赤
尾
氏
が
就
任
し
ま
し
た

　

令
和
６
年
第
５
回
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
議
会
の
同
意
を
得
て
１
月
１
日
付

で
副
市
長
に
赤あ

か
お尾
禎た
だ
し司
氏
（
64
歳
）
が
就
任
し
ま
し
た
。
な
お
、
赤
尾
副
市
長
の
任

期
は
４
年
間
で
す
。

■
川
東
支
所
・
上
部
支
所
の
閉
所
の
お
知
ら
せ

　

川
東
支
所
、
上
部
支
所
は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
閉
所
し
ま
す
。
こ
れ

ま
で
両
支
所
で
取
り
扱
い
を
し
て
い
ま
し
た
主
な
業
務
に
つ
い
て
は
、
令
和
７
年
４

月
１
日
以
降
は
、
次
の
市
役
所
各
担
当
窓
口
や
移
動
市
役
所
（
住
民
票
の
写
し
、
印

鑑
登
録
証
明
書
お
よ
び
税
務
諸
証
明
書
の
取
得
）
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
に
関
す
る
証
明

　
書
、
印
鑑
登
録
証
明
書
な
ど
の
交
付

　
【
交
付
場
所
】　

　

①
市
民
課

　

②
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
に

　
　

設
置
す
る
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
（
住

　
　

民
票
の
写
し
お
よ
び
印
鑑
登
録
証

　
　

明
書
の
交
付
の
み
：
午
前
６
時
30

　
　

分
～
午
後
11
時
）

　

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
必
要

　

③
移
動
市
役
所（
今
月
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

　
　

ル
は
ｐ
22
参
照
）

▼
出
生
や
婚
姻
な
ど
の
戸
籍
に
関
す
る

　
届
出
、
転
入
・
転
出
・
転
居
な
ど
の

　
住
民
基
本
台
帳
に
関
す
る
届
出
、
印

　
鑑
の
登
録
や
廃
止
に
関
す
る
届
出

　
【
届
出
場
所
】　

　

市
民
課

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
受
付

　
【
申
請
場
所
】　

　

①
市
民
課

　

②
郵
便
局
（
垣
生
・
外
山
・
前
田
・

　
　

中
村
の
４
郵
便
局
）

▼
市
税
に
関
す
る
各
種
証
明
書
の
交
付

　
【
交
付
場
所
】

　

①
税
務
総
合
窓
口
（
市
役
所
２
階
）

　

②
市
民
課

　

③
移
動
市
役
所

▼
市
税
、
保
険
料
、
使
用
料
、
手
数
料

　
な
ど
の
納
付

　
【
納
付
場
所
】

　

新
居
浜
市
内
に
本
店
・
支
店
の
あ
る

　

銀
行
な
ど　

　

※
一
部
の
納
付
書
に
つ
い
て
は
、
コ

　
　

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
付

　
　

や
電
子
納
税
が
可
能
で
す
。
納
付

　
　

書
の
内
容
な
ど
に
関
す
る
こ
と
は
、

　
　

納
付
書
の
発
送
元
に
お
問
い
合
わ

　
　

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
民
課　

☎
65
‐
１
２
３
２

　

税
務
総
合
窓
口　

☎
65
‐
１
２
２
６

　

総
合
政
策
課　
（
移
動
市
役
所
に
関

　

す
る
こ
と
）
☎
65
‐
１
２
１
０

【
就
任
あ
い
さ
つ
】　

　　

こ
の
た
び
、
副
市
長
に
就
任
い
た

し
ま
し
た
赤
尾
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
、
そ
の
責

務
の
重
さ
に
改
め
て
身
が
引
き
締
ま

る
思
い
で
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
微

力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
古
川
拓
哉

市
長
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
に
培
っ
て

き
た
経
験
を
生
か
し
、
市
長
が
掲
げ

る
「
新
し
い
に
い
は
ま
」
の
実
現
に

向
け
、
最
善
を
尽
く
し
、
こ
の
重
責

　【
経
歴
】

昭
和
59
年
４
月

　

新
居
浜
市
役
所
入
庁

平
成
31
年
４
月

　

経
済
部
長

令
和
２
年
４
月

　

総
務
部
長

令
和
３
年
３
月

　

新
居
浜
市
役
所
退
職
（
定
年
）

令
和
３
年
４
月

　

総
務
部
人
事
課
参
事
（
再
雇
用
）

令
和
４
年
３
月

　

新
居
浜
市
役
所
退
職

令
和
４
年
４
月
～
令
和
６
年
12
月

　
（
一
社
）
新
居
浜
市
医
師
会
事
務
局
長

赤尾禎司副市長

を
果
た
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
の
で
、
何
卒
皆
さ
ま
方
の
温

か
い
ご
指
導
、
ご
鞭べ

ん
た
つ撻
を
賜
り
ま
す
よ

う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。


